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公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

サ
ン
ロ
ー
ド
青
森

青
森
市
緑
三
丁
目
九
の
二

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

協
同
組
合
サ
ン
ロ
ー
ド
青
森

青
森
市
緑
三
丁
目
九
の
二

代
表
理
事

岡
島
秀
雄

２

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
商
事
株
式
会
社

青
森
市
緑
三
丁
目
九
の
二

代
表
取
締
役

岡
島
秀
雄

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
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区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
配

置
に
関

す
る
事

項

駐
車
場
の

位
置
及
び

収
容
台
数

一
八
〇
〇
台

一
二
六
八
台

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り)

平
成

��･

�･

�

大
規
模

小
売
店

来
客
が
駐

車
場
を
利

西
第
一
駐
車
場

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午

西
第
二
駐
車
場

午
前
十
時

(

た
だ
し
、
日

平成26年度青森県一般会計補正予算 (専決第２号)

平成26年度青森県一般会計補正予算 (専決第２号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ27,013千円を追加し､ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

691,719,877千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､ ｢第１表歳入

歳出予算補正｣ による｡

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額
千円

補 正 額
千円

計
千円

５ 地 方 交 付 税 ���������	� �����
 �����������

１ 地 方 交 付 税 ���������	� �����
 �����������

歳 入 合 計 ����������� �	�
�� ����	����		

２ 総 務 費 
������	�	 �����
 

�����		�

６ 選 挙 費 ������� �����
 
������

歳 出 合 計 ����������� �	�
�� ����	����		

歳 出

款 項 補正前の額
千円

補 正 額
千円

計
千円
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四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
三
十
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
青
森
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
八
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
青
森
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
六
年
十
二
月
八
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
相
馬
木
工
所

二

代
表
者
の
氏
名

相
馬

登

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
桂
木
三
丁
目
二
九
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)

第
一
三
○
○
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

用
す
る
こ

と
が
で
き

る
時
間
帯

後
九
時
ま
で

西
第
二
駐
車
場

午
前
十
時

(

た
だ
し
、
日

曜
日
午
前
九
時)

か
ら
午

後
九
時
ま
で

西
第
三
駐
車
場

午
前
九
時
四
十
五
分

(

た

だ
し
、
日
曜
日
午
前
九
時)

か
ら
午
後
九
時
ま
で

西
第
四
駐
車
場

午
前
十
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
南
第
一
駐
車
場

二
十
四
時
間

東
第
一
駐
車
場

午
前
十
時
か
ら
翌
午
前
零

時
ま
で

東
第
二
駐
車
場

二
十
四
時
間

屋
上
駐
車
場

午
前
十
時
か
ら
午
後
十
時

ま
で
立
体
駐
車
場

午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら

翌
午
前
零
時
ま
で

曜
日
午
前
九
時)

か
ら
午

後
九
時
ま
で

西
第
三
駐
車
場

午
前
九
時
四
十
五
分

(

た

だ
し
、
日
曜
日
午
前
九
時)

か
ら
午
後
九
時
ま
で

南
第
一
駐
車
場

二
十
四
時
間

東
第
一
駐
車
場

午
前
十
時
か
ら
翌
午
前
零

時
ま
で

東
第
二
駐
車
場

二
十
四
時
間

屋
上
駐
車
場

午
前
十
時
か
ら
午
後
十
時

ま
で
立
体
駐
車
場

午
前
九
時
四
十
五
分
か
ら

翌
午
前
零
時
ま
で

建
物
外
周
駐
車
場

午
前
九
時
四
十
五
分

(

た

だ
し
、
日
曜
日
午
前
九
時)

か
ら
午
後
九
時
ま
で

駐
車
場
の

自
動
車
の

出
入
口
の

数
及
び
位

置

二
十
か
所

十
六
か
所

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り)



( )

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
イ
ナ
ガ
ワ
設
備

二

代
表
者
の
氏
名

加
賀
谷

純
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
常
盤
坂
二
丁
目
七
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(
般
―
二
二)

第
一
一
三
五
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
電
気
、
管
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
東
邦
設
備
工
業
所

二

代
表
者
の
氏
名

豊
島

康
史

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
神
田
四
丁
目
六
の
三
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
二
三)

第
二
三
〇
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
東
邦
設
備
工
業
所

二

代
表
者
の
氏
名

豊
島

康
史

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
神
田
四
丁
目
六
の
三
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)

第
二
三
〇
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
号

公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

十
六
年
六
月
二
十
二
日
執
行
の
青
森
県
議
会
議
員
黒
石
市
選
挙
区
補
欠
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補

者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯
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( )

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
一
号

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
九
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
六
号

(

政
治
資
金
規
正

法
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
平
成
24
年
分
�
資
金
管
理
団
体
の
ア
統
括
表
あ
お
も
り
未
来

塾
の
項
中

｢
｢

を

に
訂
正
す
る
。

｣
｣

公

営

企

業

汎
用
画
像
管
理
シ
ス
テ
ム
機
器
等
賃
貸
借
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
件
の
賃
貸
借
期
間
に
お
け
る
賃
貸
借
料
と
し
、
そ
の
仕
様
等
は
、
入
札
説
明
書

の
と
お
り
と
す
る
。

汎
用
画
像
管
理
シ
ス
テ
ム
機
器
等

一
式

二

賃
貸
借
期
間

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で

(

た
だ
し
、
こ
の
契
約
に
係

る
予
算
の
減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
期
間
の
中
途
に
お
い
て
当
該
契
約
を
解
除
す

る
こ
と
が
あ
る
。)

三

納
入
期
限
及
び
設
置
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
九
日
青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
九
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加

資
格)

の
一
、
平
成
二
十
四
年
二
月
一
日
青
森
県
告
示
第
五
十
九
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参

加
資
格)

の
一
、
平
成
二
十
五
年
二
月
一
日
青
森
県
告
示
第
六
十
九
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札

参
加
資
格)

の
一
又
は
平
成
二
十
六
年
一
月
三
十
一
日
青
森
県
告
示
第
五
十
一
号

(

物
品
等
の

青 森 県 報平成26年８月８日 金曜日 第3879号 6

1,769,740

1,981,255

4,943,376
2,769,722
971,585
212,069
990,000

256,000
7,030,000

7,030,000

7,030,000

7,924,631
7,286,000
649,528
7,935,528

1,769,740

1,981,255

4,943,376
2,769,722
971,585
212,069
990,000

256,000
7,050,000

7,050,000

7,050,000

7,924,631
7,306,000
649,528
7,955,528

2,981,255

1,000,000

211,515

2,981,255

1,000,000

211,515



( )

競
争
入
札
参
加
資
格)

の
一
の
規
定
に
よ
り
、
Ｏ
Ａ
機
器
の
賃
貸
借
契
約
及
び
電
子
計
算
組
織

に
係
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

入
札
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
知
事
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て

い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

警
察
当
局
か
ら
、
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
が
実
質
的
に
経
営
を
支
配
す
る
事
業
者
若
し
く
は

こ
れ
に
準
ず
る
者
で
あ
る
と
し
て
地
方
公
共
団
体
発
注
業
務
等
か
ら
排
除
要
請
が
あ
り
、
当
該

排
除
要
請
が
継
続
し
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

５

納
入
す
る
機
器
等
に
つ
い
て
、
青
森
県
立
中
央
病
院
で
示
し
た
仕
様
を
満
た
す
こ
と
を
証
明

し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

６

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
建
築
物
又
は
医
療
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号)

第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
に
お
い
て
、
電
子
計
算
組
織
に
係
る
賃
貸
借
契
約
を
、

平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
以
降
、
十
二
月
以
上
継
続
し
て
履
行
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

五

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
場
所
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
四
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
次
に
従
い
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

(
以
下

｢

申
請
書｣

と
い
う
。)

に

よ
り
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
部
数

一
部

３

提
出
期
限
等

�

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
関
係
資
料
を
添
え
て
、
平
成
二
十
六
年
九

月
五
日
ま
で
に
青
森
県
立
中
央
病
院
医
療
情
報
部
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

申
請
書
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
必

要
な
場
合
に
は
、
当
該
申
請
書
の
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

�
の
説
明
及
び
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

�

�
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
書
を
提
出
し
た
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知

す
る
。

４

提
出
場
所

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

青
森
県
立
中
央
病
院
医
療
情
報
部

電
話

〇
一
七
―
七
二
六
―
八
二
二
一

六

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

青
森
県
立
中
央
病
院
医
療
情
報
部

電
話

〇
一
七
―
七
二
六
―
八
二
二
一

２

入
札
書
の
提
出
期
限

平
成
二
十
六
年
九
月
十
八
日

午
前
九
時
四
十
五
分

３

開
札
の
場
所
及
び
日
時

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

青
森
県
立
中
央
病
院
三
階

大
会
議
室

平
成
二
十
六
年
九
月
十
八
日

午
前
十
時

七

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
免
除
す
る
。

八

契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

賃
貸
借
期
間
中
初
年
度
の
契
約
金
額

(

翌
年
度
以
降
は
、
各
年
度
ご
と
の
契
約
金
額)

の
百
分

の
五
以
上
の
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
全

部
又
は
一
部
の
納
付
を
免
除
す
る
こ
と
と
し
、
翌
年
度
以
降
の
各
年
度
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

１

保
険
会
社
と
の
間
に
県
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

２

過
去
二
年
の
間
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
と
そ
の
種
類
及
び
規
模
を
ほ
ぼ
同
じ
と
す
る
契
約

を
二
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結
し
、
こ
れ
ら
を
全
て
誠
実
に
履
行
し
、
か
つ
、
契
約
を
履
行
し

な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

九

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

十

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。

十
一

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
説
明
書
に
よ
り
義
務
付

け
る
入
札
者
の
義
務
を
果
た
さ
な
い
者
が
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入

青 森 県 報平成26年８月８日 金曜日 第3879号7



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

札
は
、
無
効
と
す
る
。

３

入
札
書
の
記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
八
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額

(

当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額)

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
業
者

で
あ
る
か
免
税
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
期
間
の
総
額
の
う
ち
六
か
月
分

に
相
当
す
る
金
額
の
百
八
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

４

契
約
金
額

落
札
価
格
を
も
っ
て
平
成
二
十
六
年
度
の
契
約
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
七
年
度

か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
契
約
金
額
は
落
札
価
格
に
二
を
乗
じ
た
額
と
し
、
平
成

三
十
一
年
度
の
契
約
金
額
は
落
札
価
格
と
同
額
と
す
る
。
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１
N
ature
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:

G
eneric

im
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system
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２
Tim
e
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:
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ber,
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9:45am
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C
ontact
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A
om
ori
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C
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H
ospital
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ation

D
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2-1-1
H
igashitsukurim

ichi
A
om
ori
C
ity,
A
om
ori
030-8553,

Japan

Tel
017-726-8221
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第
三
八
六
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号

発
行
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月
日

発

行

番

号

教
育
庁
学
校
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設
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教
育
委
員

会 区

分

十 九

ペ
ー
ジ

上 上 段

後
ろ
か

ら
一
三

一
四
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３
０
ｋ
ｉ
ｌ
ｏ
ｌ
ｉ

ｔ
ｅ
ｒ

七
百
三
十
キ
ロ
リ
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ト
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(

購
入
予
定
数
量)
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２
８
０
ｋ
ｉ
ｌ
ｏ
ｌ
ｉ

ｔ
ｅ
ｒ

二
百
八
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
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(

購
入
予
定
数
量)
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